
・輸送の安全のために講じた措置及び講じようとする措置

・安全講習会 ひき続き実施しより充実させていきます

・ ASV(安 全装置 )付き車両への車両更新投資をひき続き積極的に進めます

大型車安全装置装着率

29年 30年

車両 21～ 29年車 23～ 30年車

衝突軽減ブレーキ 85% 100%

ACC 62% 77%

キ ープレーンアシスト 46% 62%

ふ らつき警報 62% 77%

横 すべり防止 62% 77%

ド ライバーモニター（居眠り警報） 46% 62%

ABS 100% 100%

・輸送の安全に係わる情報の伝達体制その他の組織体制

事 故 処 理 体 制

運転者 ① 人命救助 ①最優先で行わねばならない

乗務員 ② 消防署 ②a、警察署 ② ②の優先順位は状況による

b 例：ケガ人がいる場合は②a→②b→②c

運 行 管 理 者 小さな物損の場合は②c →②b

社長・専従役員
②c

③ 運輸支局 (→局→省 )

保険会社、共済組合

整備、修理事業者



緊急時（災害時、ハイジャック等）の処理体制

事故発生現地

現地対策本部

本社

事故対策本部

旅客班 旅客家族

渉 外 班 運 輸 機 関 ､旅 行 社 ､宿 泊 機 関 ､保 険

会社

総務広報班 マスコミ


